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平成２８年度職業安定行政関係概算要求の概要

　Ⅰ　予算規模 （単位：百万円）

２７年度
当初予算額

２８年度
要求額

増▲減額 対前年比 備    考

170,296 168,940 ▲ 1,356 99.2%

149,600 149,961 361 100.2%

20,696 18,001 ▲ 2,695 87.0%

- 978 978 -

22,900 11,070 ▲ 11,830 48.3%

2,552,496 2,590,785 38,289 101.5%

　１　雇用維持支援 1,715,924 1,749,325 33,401 101.9%

2,722,792 2,759,725 36,933 101.4%

※労働保険特別会計雇用勘定については、歳出の合計を記載。

東日本大震災復興特別会計

総 計

区         分

一 般 会 計

年 金 ・ 医 療 等 に
係 る 経 費 等
（ 義 務 的 経 費 ）

労働保険特別会計雇用勘定

概 算 要 求 枠
（ 裁 量 経 費 ）

失 業 等 給 付 費

新 し い 日 本 の た め
の 優 先 課 題 推 進 枠
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－平成２８年度概算要求のポイント－ 

 
職業安定局 

 
（注）（  ）内の計数は、平成 27 年度当初予算額を示したもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（１）若者の適職選択の支援                        ７．２億円（５．１億円） 

「若者雇用促進法（案）」が成立した場合には、法律に基づく企業による青少年雇用情報（職

場情報）の積極的な提供を促すため、若者の採用・育成に積極的な企業等に関するポータルサ

イトにおいて、新卒者等を募集する企業が自ら職場情報を登録できる機能を追加し、企業が積

極的に職場情報を提供できる環境を整えるなど、法律の円滑な施行に取り組む。 

 

 

（２）新卒者等の正社員就職の実現【一部新規】  

９３億円（９４億円） 

新卒応援ハローワーク等における新卒者等に対する就職支援や、既卒３年以内の者等を対象

とした助成金制度の創設により、既卒３年以内の者等の採用・定着の促進を図るなど、正社員

を希望する新卒者等の就職実現を図る。また、高校生就職ガイダンスの中に、労働関係法令に

係る基礎知識に関する講義を追加するとともに、インターネット上で労働関係法令に関する基

礎知識を学べる教材の開発を行う。 

 

（３）フリーター等の安定雇用への支援【一部新規】             ５１億円（５１億円） 

わかものハローワークに訓練担当の就職支援ナビゲーターを配置して、長期的にフリーター

となっている者等に対するキャリアコンサルティングを通じた職業訓練への誘導・あっせん機

能を強化する。また、夜間・休日でも相談を行うため、電話・メールによる相談を民間委託に

より実施し、わかものハローワーク等への誘導を図るとともに、個別支援体制の強化を図るな

ど、フリーター等の安定雇用への支援を行う。 

 

 

 

 

第１ 「全員参加の社会」の実現加速 

全ての人材が能力を高め、その能力を存分に発揮できるよう、若者・高齢者・女性・障害者等の

活躍を推進する。 

１ 若者の活躍推進                       １４５億円（１４５億円） 

2



 

 

 
 

 

（１）企業における高齢者の雇用の促進                １０２億円（８８億円） 
ハローワーク等の紹介により、65 歳以上の高年齢者を継続して雇用する労働者として雇い

入れる事業主に対する支援を行うとともに、高年齢者の職域の拡大、作業環境の改善、雇用管

理制度の構築等を行う事業主に対する支援について 65 歳以上の雇用者数に着目した拡充を図

る。 

 

（２）高齢者の再就職の促進                            ３８億円（３７億円）   
ハローワークに 65 歳以上の求職者支援に重点的に取り組む「生涯現役支援窓口（仮称）」を

設置し、高年齢求職者に対するチームによる支援や 65 歳以上の求職者のための個別求人開拓

に取り組むとともに、技能講習を実施するなど再就職支援の充実を図る。 

 

（３）地域における多様な雇用・就業機会の確保【新規】               ８．５億円 

地方自治体を中心とした地域のニーズを踏まえた多様な雇用・就業機会の掘り起こし・提供

を行う「生涯現役促進地域連携事業（仮称）」を創設する。 

 

（４）シルバー人材センターの機能強化【一部新規】            １２１億円（１１６億円） 
シルバー人材センターが高齢者に多様な就業機会を提供できるよう、地方公共団体や経済団

体と連携し新たな就業機会を創造する「地域就業機会創出・拡大事業（仮称）」を創設するな

ど、シルバー人材センターの機能を強化する。 

 

 
 
 

 

（１）女性の活躍推進のための積極的取組の推進【一部新規】   ３３億円（２９億円） 

マザーズハローワーク事業について、事業拠点の拡充を行い、子育て中の女性等に対する再

就職支援を推進する。また、訓練担当の就職支援ナビゲーターを配置して、ひとり親や、出産・

育児等によるブランクがある女性に対するキャリアコンサルティングを通じた職業訓練への

誘導・あっせん機能を強化する。 

 

（２）ひとり親に対する就業対策の強化 

【一部再掲・本ページ３（１）参照】 ３４億円（２９億円） 
「ハローワークのひとり親全力サポートキャンペーン」として、マザーズハローワークへ

のひとり親支援専門の就職支援ナビゲーター等の配置や、ひとり親支援を行う NPO 法人との

連携による取組を強化する。 

また、母子家庭の母等について、試行雇用から長期雇用につなげる道を広げるため、トラ

イアル雇用奨励金と特定就職困難者雇用開発助成金の併給を可能とする。 

２ 生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備    

２７０億円（２４２億円） 

３ 女性の活躍推進・ひとり親に対する就業対策の強化    

３４億円（２９億円） 
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（１）地域就労支援力の強化等による障害者及び企業への職場定着支援の拡充      

８８億円（６５億円） 

雇用障害者数の急速な伸展と職場定着支援に課題の多い精神障害者の就職件数の急増に対

応するため、障害者就業・生活支援センターの実施体制を拡充する。また、障害者の職場適応・

定着等に取り組む事業主に対して助成金による支援を行う。 

 

（２）多様な障害特性に応じた就労促進の推進              ６４億円（６４億円） 

①ハローワークにおける支援の充実・強化                        １７億円（１６億円） 

ハローワークが中心となり、地域の関係支援機関等と連携して、就職から職場定着まで一

貫した支援を行う「チーム支援」を実施する。また、職場実習・見学会や就労支援セミナー

を実施することにより、福祉、教育、医療から雇用への移行を推進する。 

 

②障害者の多様な働き方と職域の拡大【新規・一部推進枠】                 ７０百万円 

ICT を活用した障害者の在宅雇用など多様な働き方の推進と、農業分野を含めた障害者雇

用の職域拡大を図る。 

 

③精神障害者、発達障害者、難病患者に対する更なる支援の拡充【一部新規・一部推進枠】 

２３億円（１７億円） 

カウンセリングや企業の意識啓発等を実施するなど、精神障害者に対する総合的な雇用支

援を強化するとともに、精神科医療機関と公共職業安定所の連携による、精神障害者の就労

支援モデル事業を実施する。加えて、発達障害者については、就職支援ナビゲーター（発達

障害者等支援分）の増員や、小集団方式により経験交流やグループワーク等を実施する就労

支援事業の創設により、就労支援を充実・強化する。また、難病患者については、難病患者

就職サポーター等による就労支援を推進する。 

 

（３）がん等の疾病による長期療養が必要な労働者に対する就労支援の強化 

２．５億円（０．８億円） 

ハローワークに専門相談員を配置し、がん診療連携拠点病院等と連携したがん患者等に対す

る就職支援事業を全国展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 障害者等の活躍推進                  １５５億円（１２９億円） 
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（１）雇用保険制度、求職者支援制度によるセーフティネットの確保                    

１，５１７億円（１，５２３億円） 
労働者の失業中の生活及び雇用の安定を図るとともに、早期再就職を支援するセーフティネ

ットを確保するため、雇用保険制度及び求職者支援制度に必要な経費を確保し、持続可能で安

心できる制度を確実に運営する。また、国庫負担金の本則（雇用保険制度 1/4、求職者支援制

度 1/2）復帰については、雇用保険法附則の規定に基づき検討する。 

※雇用保険制度の失業等給付費として１兆 7,493 億円（1兆 7,159 億円）を計上。 

※求職者支援制度の職業訓練受講給付金等として 199 億円（235 億円）を計上。 

 

（２）生活困窮者等に対する就労支援の強化                ６８億円（６９億円） 

生活保護受給者等の就労促進に向けて、地方自治体へ設置するハローワークの常設窓口を

増設するとともに、当該窓口に配置する就職支援ナビゲーターを新たに増員し、両機関が一体

となった就労支援を充実・強化することにより、支援対象者の就労による自立を促進する。 

また、ハローワークと刑務所・保護観察所等が連携して実施する「刑務所出所者等就労支援

事業」について、就職支援ナビゲーターを増員する等、その強化を図る。 

 

 

 

 

 

(１)留学生の就職支援の更なる展開と支援体制の強化        ５．３億円（５．３億円） 

留学生の国内企業への就職拡大に向けて、留学生コーナーを拡充し支援体制を強化するとと

もに、関係省庁・機関が連携する「外国人材活躍推進プログラム」の地域展開や、地域の企業

に対する留学生活用に関するセミナーや採用後のフォローアップなどの総合的な支援を実施

する。  
 

(２)経済連携協定などの円滑な実施                    ５９百万円（５６百万円） 

経済連携協定などに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者について、インドネシア、フィ

リピン及び、ベトナムから受け入れており、その円滑かつ適正な受入れ及び受入れの拡大のた

め、就労ガイダンスを行うとともに、受入施設に対する巡回指導等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 重層的なセーフティネットの構築       １，５８５億円（１，５９２億円） 

６ 外国人材の活用・国際協力          ５．９億円（５．９億円） 
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（１）企業における正社員転換・雇用管理改善の強化          ３８０億円（２６８億円） 

「正社員転換・待遇改善実現プラン（仮称）」に基づき、非正規雇用労働者の実態等の把握

を行うとともに、ハローワークによる正社員就職の促進やキャリアアップ助成金の拡充等によ

る事業主支援等を通じて、正社員を希望する方の正社員化、非正規雇用で働く方の待遇改善等

を進める。 

 

（２）労働者派遣制度の見直しの着実な実施等                 １４億円（１２億円） 

「労働者派遣法改正法（案）」が成立した場合には、着実な施行を行う。また、平成 27 年

10 月１日施行予定の労働契約申込みみなし制度についても理解が進むよう周知広報を行う。

雇用安定措置やキャリアアップ措置の着実な実施のため、指導監督体制を強化するとともに、

特定労働者派遣事業の見直し等に伴う円滑な移行支援及び許可審査体制の整備を引き続き行

う。 

 

（３）多様で安心できる働き方の導入促進【再掲・本ページの１（１）参照】 

             ７６百万円（６０百万円） 

非正規雇用労働者のキャリアアップの促進のため、多様な正社員に係る好事例の収集、周知、

啓発を行うとともに、企業向けセミナーの実施などを行うことにより、多様な正社員の導入の

促進を一層図っていく。 

 

 

 

 

 
（１）ハローワーク等におけるマッチング機能の強化            ２９億円（２８億円） 

ハローワークの求人情報提供ネットワークから、オンラインで、民間職業紹介事業者や地方

自治体等に求人情報を提供するとともに、ハローワークの保有する求職情報について、民間職

業紹介事業者や地方自治体等への提供を行う。また、「雇用対策協定」の締結を推進するとと

もに、希望する地方自治体において、国が行う無料職業紹介等と地方自治体が行う業務をワン

ストップで一体的に実施する。 

 

 

２ 人材確保対策の推進                      ２１７億円（１８７億円） 

１ 非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活の実現        

３９４億円（２７９億円） 

第２ 公正、適正で納得して働くことのできる環境整備 

就労形態にかかわらず公正に処遇され、安心して将来に希望を持って働くことができるように非

正規雇用労働者の待遇改善、人材不足分野や地域における人材確保などを推進する。 
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（２）希望するキャリアの実現支援【一部新規】               ５６億円（３２億円） 

労働者の自発的・主体的なキャリア選択を可能にする環境整備を進めるため、年齢にかかわ

りなく中高年人材を活用する企業に対して助成を行う。 

「試行在籍出向」の導入に向けたノウハウの蓄積、課題の抽出を図るため、産業雇用安定セ

ンターにおいて「試行在籍出向」プログラムをモデル的に実施する。 

 

（３）人材不足分野等における人材確保対策の総合的な推進    １３１億円（１２７億円） 

①潜在有資格者の掘り起こし・マッチング対策の強化                   １６億円（１６億円） 

介護、看護、保育の各分野について、全国の主要なハローワークに設置した「福祉人材

コーナー」における福祉人材の確保に向けた取組や、建設労働者が不足している地域の主要

なハローワークにおける「建設人材確保プロジェクト」の実施により、人材確保対策を推進

する。 

 

②雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の推進                １１５億円（１１１億円） 

雇用管理改善につながる制度の導入・実施を通じて従業員の職場定着に取り組む事業主

を支援する職場定着支援助成金の対象事業主の拡大及び建設労働者確保育成助成金の助成

対象メニューの拡充等を行うとともに、介護・建設・運輸分野等の人材不足分野における人

材確保のための雇用管理改善促進事業の実施等により「魅力ある職場づくり」を推進する。 

 

 

 

 

ハローワークの全国ネットワークを活用した若者等の UIJ ターン支援を行うとともに、地方

創生に向けて、市町村単位で雇用課題の解決に取り組む実践型地域雇用創造事業や都道府県単

位で取り組む戦略産業雇用創造プロジェクト等により、地方自治体と連携した取り組みを行い、

地域の実情に即した「しごと」作り、「ひと」作りを推進する。 
 

 

 

 

  

３ 地方創生に向けた取組の推進            ６７億円（６１億円） 
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（１）原子力災害の影響を受けた被災者等の一時的な雇用の確保（復興）【新規】    
４７億円 

原子力災害の影響を受けた被災者等の一時的な雇用の確保、生活の安定を図るため、民間企

業･NPO 等への委託により雇用を創出する「原子力災害対応雇用支援事業（仮称）」について、

緊急雇用創出事業の基金を積み増して実施する。 

 

（２）産業施策と一体となった被災地の雇用ミスマッチ対策（復興）【新規】      ６４億円 

被災地で生じている雇用のミスマッチに対応するため、産業施策と一体となった雇用面での

支援を行う「事業復興型雇用支援事業（仮称）」について、緊急雇用創出事業の基金を積み増

して実施する。 

 

（３）福島避難者帰還等就職支援事業の実施               ４．５億円（４．７億円） 

自治体や経済団体で構成する協議会に対し、就職活動支援セミナー等の避難解除区域等への

帰還者の雇用促進に資する事業を委託する。また、福島県の市町村に対し、市町村の実情に応

じて助成金等雇用創出の支援ツールの活用方法の提案や、手続・運営に関するアドバイスを行

う。さらに、福島県内外の避難者の就職支援を推進する。 

 

１ 震災復興のための雇用対策           １１５億円（４．７億円） 

第３ 東日本大震災からの復興への支援 
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　Ⅱ　主要事項
（単位：百万円）

事　　　　　　　　　　　項

第１　「全員参加の社会」の実現加速

１　若者の活躍推進

（１）若者の適職選択の支援

（２）新卒者等の正社員就職の実現 9,403 9,338

（３）フリーター・ニート等の安定雇用への支援・職業的自立への支援 5,062 5,136

２　生涯現役社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備

（１）企業における高齢者の雇用の促進 8,837 10,237

（２）高齢者の再就職の促進 3,726 3,790

（３）地域における多様な雇用・就業機会の確保 0 849

（４）シルバー人材センターの機能強化 11,593 12,080

３　女性の活躍推進・ひとり親に対する就業対策の強化

（１）女性の活躍推進のための積極的取組の推進 2,875 3,258

（２）ひとり親に対する就業対策の強化 2,875 3,404

４　障害者等の活躍推進

（１）地域就労支援力の強化等による障害者及び企業への職場定着支援の拡充 6,487 8,777

（２）多様な障害特性に応じた就労促進の推進 6,352 6,436

　①ハローワークにおける支援の充実・強化 1,616 1,744

　②障害者の多様な働き方と職域の拡大 0 70

　③精神障害者、発達障害者、難病患者に対する更なる支援の拡充 1,714 2,262

（３）がん等の疾病による長期療養が必要な労働者に対する就労支援の強化 85 248

５　重層的なセーフティネットの構築

（１）雇用保険制度、求職者支援制度によるセーフティネットの確保 152,340

（２）生活困窮者等に対する就労支援の強化 6,904 6,780

６　外国人材の活用・国際協力

（１）留学生の就職支援の更なる展開と支援体制の強化 529 532

（２）経済連携協定などの円滑な実施 56 59

590

2,875 3,404

12,924 15,460

159,244 158,490

151,710

585

２７年度予算 ２８年度要求

14,465 14,473

505 719

24,156 26,956
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（単位：百万円）

事　　　　　　　　　　　項 ２７年度予算 ２８年度要求

第２　公正、適正で納得して働くことのできる環境整備

１　非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活の実現 27,938

（１）企業における正社員転換・雇用管理改善の強化 26,769 37,987

（２）労働者派遣制度の見直しの着実な実施等 1,170 1,371

（３）多様で安心できる働き方の導入促進 60 76

２　人材確保対策の推進 18,675

（１）ハローワーク等におけるマッチング機能の強化 2,790 2,944

（２）希望するキャリアの実現支援 3,179 5,597

（３）人材不足分野等における人材確保対策の総合的な推進 12,705 13,147

　①潜在有資格者の掘り起こし・マッチング対策の強化 1,625 1,645

　②雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の推進 11,080 11,501

３　地方創生に向けた取組の推進 6,144

第３　東日本大震災からの復興への支援 473

１　震災復興のための雇用対策 473

（１）原子力災害の影響を受けた被災者等の一時的な雇用の確保 0 4,708

（２）産業政策と一体となった被災地の雇用ミスマッチ対策 0 6,362

（３）福島避難者帰還等就職支援事業の実施 473 449

39,358

21,687

6,670

11,519

11,519

10


